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令和６年第３回海老名市農業委員会定例総会 

 

 令和６年３月２８日「令和６年第３回海老名市農業委員会定例総会」を議員全員協議会

室に招集した。 

 招集委員は１４名、応召委員は１４名で次のとおりである。 

１番 深澤 伸治   ２番 宮䑓 功   ３番 澤地 正典   ４番 井上 勝 

５番 鈴木 守    ６番 岩壁 正和  ７番 三廻部 茂   ８番 波多野 寛 

９番 市川 和美  １０番 小松 佐一 １１番 鈴木 徹   １２番 橋本 保  

１３番 青木 莊一 １４番 牛村 律子 

 

 また、出席した農地利用最適化推進委員は６名で次のとおりである。 

１５番 本多 洋  １６番 大貫 信夫 １７番 重田 政一  １８番 西海 正義 

１９番 西山 勝敏 ２０番 鴨志田ひろし 

 

 事務局の出席は次のとおりである。 

事務局長 秦 芳生、主幹兼管理係長 尾山 剛、主任主事 槇田 晃、 

主  事 髙野 栞 

 

 会議事項は次のとおりである。 

日程第１ 議案第１４号  農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第２ 議案第１５号  農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第３ 議案第１６号  引き続き農業を行っている旨の証明について 

日程第４ 議案第１７号  引き続き農業を行っている旨の証明について（報告） 

日程第５ 議案第１８号  農用地利用集積計画（案）について「貸し借り」 

日程第６ 議案第１９号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 

 審議事項は次のとおりである。 

（１）農地の使用貸借権の解約について 

（２）農業用施設用地に係る転用届出について 

（３）生産緑地の斡旋について 
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（４）農業転用届出による専決処分について 

 

 会長が開会を宣言した。（開会の時間：午後１時３０分） 

【議  長】 ただいまの出席委員は１４名です。また、農地利用最適化推進委員６名が

出席をしております。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしまし

た。 

       次に、海老名市農業委員会会議規則第１３条第２項により議事録署名委員

を指名させていただきますが、ご異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしですので、６番委員と７番委員を指名いたします。 

       それでは、議案書３ページから９ページ、４．報告事項の（１）活動状況

、（２）農地異動状況、（３）県許可の状況について、事務局からそれぞれ

説明をお願いいたします。 

【事務局長】 （先月の活動状況、農地異動状況、県許可の状況を報告した。） 

【議  長】 報告事項が終了いたしました。ただいまの報告につきまして、何かご質問

等ございましたら、よろしくお願いいたします。 

【議  長】 よろしいでしょうか。ないようでしたら、報告事項ですのでこの程度にさ

せていただきます。 

       本日は、傍聴人がございませんので、このまま進めさせていただきたいと

思います。 

       それでは、議案書６ページ、５．付議事項の日程第１、議案第７号 農地

法第３条の規定による許可申請について を議題といたします。 

       受付番号５について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 それでは、農地法第３条の規定による許可申請についての受付番号

５でございます。申請地は、下今泉■■■■■■■■、登記簿地目、畑、現

況地目、畑、面積、■■■平米、議案書のとおりでございます。譲受人は、

下今泉■■■■■■■■、■■■■、譲渡人は、厚木市■■■■■■■■、

■■■■、権利の種類は、所有権の移転、目的は、経営規模拡大でございま

す。現地の案内図及び写真につきましては、資料１－１でございます。 

       以上です。 
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【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、地区委員の意見をお伺いいたします。９番委員。 

【９番委員】 １１月頃に■■さんのほうから相談がありまして、２０代でお父様が亡く

なられてからずっと勤めながら土地を管理されていまして、相続で妹さんの

ほうにお渡しした土地をこのたび買い戻したいということで言われまして、

ずっと草も出さないように今まで土地を管理されて、とても真面目な方で、

このたび、お仕事を辞められて農業に専念したいということで、やりたいと

いうことをお聞きしましたので、問題ないかと思われます。 

【議  長】 それでは、事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 それでは、詳細説明でございます。 

       ■■さんの農家世帯としての状況についてでございますが、■■■■さん

、■■■さんの２人が農業従事者だそうです。経営主につきましては、令和

６年の農家台帳において■■さんになっております。農業への従事状況につ

いてでございます。農業経験年数は、■■さんが３０年、■■■さんが５３

年だそうです。農業従事日数は、■■さんが１８０日、■■■さんが２００

日だそうです。■■さんの世帯の現在の農業経営面積でございますが、自作

地の田が■■■■■平米、畑が■■■■■平米、合計■■■■■■■平米、

貸付地の田が■■■■■平米でございます。次に、機械についてでございま

す。主要農機具といたしまして、トラクター１台、田植機１台、軽トラック

１台を所有しております。取決めに従い、支障が出ないよう耕作する旨が申

請書に記載されており、機械の面、労働力の面、技術の面を見ても譲受人と

して特に問題なしと思われます。そのほか、許可することができない場合が

定められている農地法第３条第２項各号に該当する項目はございません。こ

の案件に関しましては特に問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。６番委員。 

【６番委員】 昨日、調査班第４班の委員５名と、事務局職員２名で申請地を見に行った

ところ、今回の資料１－１のとおり、きれいに耕耘されておりました。特に

問題はないと思われます。 

       以上です。 
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【議  長】 それでは、受付番号５について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、採決をさせていただきます。 

       受付番号５を許可することについて賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、許可とするものといたします。 

       続きまして、受付番号６について、事務局から提案説明をお願いいたしま

す。 

【主幹兼管理係長】 それでは、受付番号６でございます。申請地は、中野■■■■■■

■■、登記簿地目、田、現況地目、畑、面積、■■■平米、議案書のとおり

でございます。譲受人は、中野■■■■■■■■■、■■■■、譲渡人は、

門沢橋■■■■■■■■■、■■■■■、権利の種類は、所有権の移転、目

的は、経営規模拡大でございます。現地の案内図及び写真については、資料

２－１でございます。 

       以上です。 

【議  長】 提案説明が終わりました。 

       地区委員の意見をお伺いいたします。１８番委員。 

【１８番委員】 ３月４日に、この取引を担当しているＪＡさがみ協同開発のほうでお話

を聞いて、この場所についてなのですけれども、■■■■■さんという方、

■■■さんという方の相続によってここを受けたんですが、以前から、資料

２－２を見てもらうと分かるんですけれども、今回、所有権の移転があるの

が■■■■■というところで、■■■というところが■■■■さんのお父様

の■■■■さんが所有している土地で、以前からここが用水の脇で結構草が

生えていたりとかというのを■■■■さんのほうでちゃんと耕していただい

ているというのがあって、用水管理をするのもそうなんですけれども、実際

、■■■さんが亡くなって、■■■■■さんに相続されても、ここをうまく

使えないということで、■■さんに引き取ってほしいという話なんですが、

息子さんの■■さんということのお話だったので、結果的にここをうまくち
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ゃんとお花をやったりとか田んぼとかも耕作しているので、こういう方が持

っていたほうがいいのだろうということで、一応お話を伺って、押印に至り

ました。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】  それでは、詳細説明でございます。 

       ■■さんの農家世帯としての状況についてでございますが、■■■■さん

、■■さん、■■さんの３人が農業従事者だそうです。経営主につきまして

は、令和６年の農家台帳において■■さんになっております。農業従事日数

は、■■さんが３００日、■■さんが２００日、■■さんが２５０日だそう

でございます。■■さんの世帯の現在の農業経営面積でございますが、自作

地の田が■■■■■平米、畑が■■■■■■■■平米、合計■■■■■■■

■平米でございます。次に、機械についてでございます。主要農機具として

、トラクター１台、田植機１台、トラック２台を所有しております。取決め

に従い、支障が出ないよう耕作する旨が申請書に記載されており、機械の面

、労働力の面、技術の面を見ても譲受人として特に問題なしと思われます。

そのほか、許可することができない場合が定められている農地法第３条第２

項各号に該当する項目はございません。この案件に関しましては特に問題な

いと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。６番委員。 

【６番委員】 この申請地につきましても、昨日、調査に行ってまいりました。先ほど地

区委員の方から話があったとおり、当該申請地の東側の隣接地が譲受人の父

ということで、今後、一体利用していくということで、特に問題はないと思

われます。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、受付番号６について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 
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【議  長】 ないようですので、受付番号６について採決をさせていただきます。 

       許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、許可とするものといたします。 

       続きまして、受付番号７ですが、３番委員が譲受人として、農業委員会等

に関する法律第３１条の議事参与の制限に該当しますので、審議終了まで退

席をお願いいたします。 

       暫時休憩といたします。 

         （休 憩） 

【議  長】 それでは、再開いたします。 

       受付番号７について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 それでは、受付番号７でございます。申請地は、中河内■■■■■

■■■、登記簿地目、田、現況地目、田、面積、■■■平米、議案書のとお

りでございます。譲受人は、中河内■■■■■■、■■■■、譲渡人は、綾

瀬市■■■■■■■、■■■■、権利の種類は、所有権の移転、目的は、経

営規模拡大でございます。現地の案内図及び写真につきましては、資料３－

１でございます。 

       以上です。 

【議  長】 提案説明が終わりました。 

       地区委員の意見をお伺いいたします。１７番委員。 

【１７番委員】 １月の中旬に■■さんが自宅のほうに見えまして、この田んぼなんです

けれども、田んぼを家庭の事情でもうつくれないということで、誰かつくっ

てもらえないかということで、できたら買ってもらう人がいないかという相

談を受けまして、２月の中旬に中河内の生産組合の総会があったので、そこ

で皆さんに話をしたところ、■■さんが、それならということで受けてもら

うということを青桺さんに言いました。そしてあと、■■さんが■■さんと

相談して買うことになったらしいので、■■さんのほうは、後継者も立派に

やっていらっしゃいますので、何の問題もないと思います。 

       以上です。 

【議  長】 事務局から詳細説明をお願いいたします。 
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【主幹兼管理係長】 それでは、詳細説明でございます。 

       ■■さんの農家世帯の状況ですとか、あと、農業への従事状況につきまし

ては、今日出席されている委員の皆さん既にご存じのことかと思いますので

、ここについては割愛させていただきます。■■さんの世帯の現在の農業経

営面積でございますが、自作地の田が■■■■■■■■■■平米、畑が■■

■■■平米、合計■■■■■■■■■■平米でございます。次に、機械につ

いてでございます。主要農機具といたしまして、トラクター１台、耕運機１

台、田植機１台、コンバイン１台、トラックほか３台を所有しております。

取決めに従い、支障が出ないよう耕作する旨が申請書に記載されており、機

械の面、労働力の面、技術の面を見ても譲受人として特に問題なしと思われ

ます。そのほか、許可することができない場合が定められている農地法第３

条第２項各号に該当する項目はございません。この案件に関しましては特に

問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。６番委員。 

【６番委員】 この申請地につきましても、昨日、調査に行ってまいりました。写真資料

のとおり、良好に耕耘され、管理されておりました。特に問題はないと思わ

れます。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、受付番号７について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、採決をさせていただきます。 

       受付番号７について許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、許可といたします。 

       暫時休憩といたします。 

         （休 憩） 

【議  長】 それでは、再開いたします。 
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       次に、議案書１１ページ、日程第２、議案第１５号 農地法第５条の規定

による許可申請についてを議題といたします。 

       受付番号５について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主任主事】 それでは、提案説明の前に、資料の中で一部数字の訂正がございます。資

料４－３の土地利用計画図兼雨水排水計画図をご用意いただきたいと思いま

す。図は、左が北を指しておりまして、敷地内の東側及び南側に設置されて

いる無筋コンクリート壁の高さ表記が、ともに６００と記載されております

が、こちらは両方の表記を６５０と訂正していただきますようお願いいたし

ます。Ｈ＝６００というのを６５０に、東側と南側のコンクリート壁、Ｈ＝

６００というところです。 

       それでは、提案説明いたします。 

       受付番号５、申請地は、海老名総合病院の南側及び病院の東側を南北に通

っている中央排水路の西側に面している、病院の第４駐車場の南側の農地で

あります、中新田■■■■■■■■、登記簿地目、田、■■■平米、ほか１

筆、合計■■■■■平米、議案書のとおりです。転用者は、河原口■■■■

■■、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■、理事長■■■、譲渡

人は、綾瀬市■■■■■■■■、■■■■、議案書のとおりです。転用の目

的は、駐車場、権利の種類は、賃借権の設定です。現地の案内図及び写真等

につきましては資料４－１をご確認いただきまして、そのほかの資料で、公

図、土地利用計画図等につきましては、資料４－２から４－１０までをお配

りしておりますが、資料４－８について、複数枚お配りしておりますが、全

て資料が異なっておりますので、ご承知おきください。 

       以上です。 

【議  長】 提案説明が終わりました。 

       それでは、地区委員の意見をお伺いいたします。８番委員。 

【８番委員】 これは３年前に完成した海老名総合病院の駐車場、これが海老名市の市役

所周辺区画整理事業に組み込まれて、この駐車場にマンションを建設すると

いうことになりました。総合病院の北側の小田急線のそのまた北側のところ

なんですけれども、この駐車場がマンションになってしまうということで、

駐車場が不足するということから、この現在の駐車場を拡張するということ
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になりました。 

       ここに図面がありますけれども、資料４－５というのがあります。ここに

斜線が引いてありますね。これが今回、田んぼを駐車場にするというもので

あります。この図面で言う、上が、これが中央排水路、この図面の左側と北

側が現在の駐車場ということになります。この図面の４－３というのが、完

成した図面になります。この中で、真ん中あたりに点線があるんですが、こ

こが田んぼの暗渠排水が通っているところでありまして、中央排水路に流れ

ております。この暗渠の出口あたりに開閉のバルブがありまして、この開閉

するバルブを駐車場の車が壊さないようにということで、ここにバリケード

をつくってくださいという話をしました。業者の方は、そういう要望であれ

ば、そういう計らいをやりますということであります。この駐車場なんです

けれども、先ほども言いましたが、東側が中央排水路で、北側と西側が現在

の駐車場でありまして、南側が農道であります。周囲の農地が特に問題にな

るようなことがありませんので、申請書に捺印したということであります。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主任主事】 本件の法人が運営する■■■■■■■では、神奈川県央地区を中心に救急

医療を提供しており、昨今の海老名駅周辺の再開発等に伴う人口増加により

、今後ますます地域の救急需要が増加する見込みであるため、■■■機能強

化を目的に、第１駐車場２３０台跡地に新棟の増改築工事を行い、昨年１０

月末に完成したものであります。そのため、第１駐車場の代替として、小田

急北側に第５駐車場として２００台が令和２年９月に完成となりましたが、

令和５年度末までに地区計画の見直しにより市街化区域となるため、当該駐

車場の移転を余儀なくされました。ついては、本年１月に第２駐車場の隣接

にその代替として１８８台の整備を行ったものであります。しかしながら、

新棟計画以前の駐車場台数確保には至っておらず、また、現在の一般患者の

医療需要の増加に伴い、病院駐車場利用も逼迫している状況の中、駐車場の

さらなる整備が急務であると考え、第４駐車場の隣接を候補とし、５４台の

整備を計画し、本件申請に至りました。 

       また、本計画地に駐車場を選定するに当たり、現在保有している駐車場台
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数は、第１駐車場が閉鎖され、第２駐車場から第５駐車場まで合計７１８台

あり、令和６年度から第５駐車場の２００台が終了するため、５１８台とな

り、新棟計画前の台数５６０台に足りないのが現状であります。また、新棟

設立に伴い、現状も日によっては渋滞が発生している状況も見受けられると

のことです。 

       続いて、本件申請地の農地の立地基準については、第２種農地になります

。別紙資料４－１の中段に記載してありますとおり、こちらは農用地区域外

で、甲種農地・第３種農地の要件はなく、海老名市役所から５００メートル

以内であることから、第２種農地と判断できます。 

       続きまして、資料４－３の土地利用計画図兼雨水排水計画図を御覧くださ

い。図は、左が北を指しております。敷地内をアスファルト舗装とし、北側

にある既存の第４駐車場との境のブロック塀を撤去し、既存の駐車場と一体

で利用する計画であり、申請地の東側及び南側へ高さ６５センチのコンクリ

ート壁と、さらにその上に高さ１メートルのメッシュフェンスを設置し、ご

みなどの飛散や侵入を防止することになっております。また、既存の駐車場

との境にあります東西に通っている既存の暗渠管はそのまま残し、東側にあ

る既存のサイホンはその周囲をバリケード等で保護して残すこととなってお

ります。 

       なお、今回の転用計画とは別になりますが、北側にある既存の出入口付近

の東側に新たにスロープ進入路を新設し、そのスロープ側を新たに入り口と

して設けて、もともとあった既存の出入口を出口とし、それぞれ入り口と出

口の動線を分ける計画となっております。また、北側の市道４０２号線側の

出入口付近については、歩道の切下げと、それに伴う水路の工事を自費施工

でやられることになっております。雨水排水については、敷地内の周囲に浸

透できるよう浸透施設を設置し、雨水排水施設へ放流する計画となっており

ます。 

       なお、駐車場内の照明については、設置場所や明るさ等は、隣接地権者と

調整して、農地に影響がないよう施工されるということです。 

       また、資金の面においては、申請書に添付されている事業計画書及び見積

書にてしっかり算出されており、問題がないことを確認しております。 



 11

       申請書により、許可後の転用目的どおり、使用の制約や近隣農地所有者へ

の事前の周知、説明が図られていること、海老名市の住みよいまちづくり条

例に基づく協議も終了しており、転用が不確実とされる要因は確認できず、

周囲の土地への被害防除策も図られていることから、転用やむなしと思われ

ます。 

       以上でございます。 

【議  長】 それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。６番委員。 

【６番委員】 この申請地につきましても、昨日、調査確認に行ってまいりました。現地

は良好に管理されておりました。先ほど来説明がございましたとおり、現在

、第４駐車場の拡幅ということで、一体事業ということですので、添付図面

のとおり施工されれば問題はないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、受付番号５について、質疑のある方。 

【１９番委員】 先ほど言われました暗渠管の件なんですが、この暗渠管は、現在もまだ

使われているのか、また、何軒くらいの農家がこの暗渠管を使っているのか

、それともう１つは、この暗渠管に対して権利があるのか。というのは、万

が一何かあって詰まったとかという問題が出てきたときに、この駐車場を掘

ることができるのかということなんですけれども、その点についてちょっと

お聞きしたいんですが。 

【事務局長】 幾つか質問があったと思うんですけれども、暗渠管は、この暗渠は、どう

いった感じで通っているかというと、資料４－１の上の左側の地図を見てい

ただいて、メディカルプラザの建物の南側に存在する農地、一番左のほうに

海老名幼稚園駐車場と小さい字で書いてあるのですが、基本的には従来から

この農地からずっと東にかけて、今回転用される４２４、４２３、どちらか

というと、今言った農地のそれぞれ北側、この図面を見ていただくと、北の

ほうに位置していると思いますが、北側にずっと通って、現在も当然機能を

果たしております。昨日もちょっといじりましたけれども、さっき言った、

サイホンをいじって、水が止まったり、二、三日前、結構雨が降っていまし

たので、どばどば管から中央排水が出ていましたけれども、機能はしており

ます。場所は、今言った通りを通っています。権利は、これは基本的には地
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権者の方が本来設置をしているということで、所有者はもしかしたら数年前

から何代か変わっているかもしれませんが、基本的には行政のほうの所有で

なくて、どこの暗渠排水もそうだと思いますけれども、地権者が、恐らく昔

の耕地整理なり、そういったときに入れているのかなというふうな、これは

推測ですけれども、になっております。今後、これが詰まったときに、総合

病院、借主と貸主の中でどういうふうな話をするかということについては、

特段今の段階では確認が取れておりません。 

       事務局としては以上です。 

【１９番委員】 いわば地役権ですよ、権利としてそこを設定するのに地役権を設定する

のか、それとも権利を設定しないでそのままの状態で、所有権が途切れちゃ

いますから、病院側になってしまうと。 

【事務局長】 地役権のほうの設定については、してあるかどうかは確認はしておりませ

ん。これは一般的な話になりますけれども、暗渠に地役権の設定というのは

、あまり今までの中では聞いたことはございませんが、これはあくまでも。

ここについての調べはついておりません。恐らくついていたら、もうちょっ

と違う形になっているのかなとは思いますけれども。 

       以上です。 

【１９番委員】 あとは地権者と病院側との話合いだと思うんですけれども、今のうちか

らそういう点は少し話をしておいたほうがいいんじゃないのかなと思います

。 

       以上です。 

【議  長】 ほかに質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号５について採決をさせていただきます。 

       許可相当とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、許可相当といたします。 

       次に、議案書１２ページ、日程第３、議案第１６号 引き続き農業を行っ
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ている旨の証明についてを議題といたします。 

       受付番号４について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】 引き続き農業を行っている旨の証明について、この証明は、農地の相続税

納税猶予制度を受ける方が、３年ごとに引き続きこの特例を受けたい旨の継

続届出書を税務署へ提出する際に必要なものでございます。過去３年間にお

いて相続税の納税猶予を受けている農地を農地として管理してきたかという

ことを農業委員会が証明するものでございます。 

       受付番号４を説明させていただきます。被相続人は、本郷■■■■■■、

■■■■、相続人は、本郷■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行って

いる期間は、令和３年３月３０日から令和６年３月２８日までです。特例農

地等の明細でございますが、海老名市本郷■■■■■■■■■■、現況地目

、畑、登記簿地目、畑、農業振興地域内、面積、■■■■■平米、ほか３筆

、議案書のとおりでございます。事務局で３月１３日に現地調査を行ったと

ころ、農地として適正に管理されておりましたので、特に問題ないと思われ

ます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号４について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 質疑、意見もないようでございますので、受付番号４について、採決をさ

せていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、承認といたします。 

       続きまして、議案書１３ページ、受付番号５について、事務局から提案説

明をお願いいたします。 

【主  事】 受付番号５、被相続人は、大谷南■■■■■■■■、■■■■、相続人は

、大谷南■■■■■■■■、■■■■■、引き続き農業を行っている期間は
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、令和３年３月３０日から令和６年３月２８日までです。特例農地等の明細

でございますが、海老名市大谷南■■■■■■■■、現況地目、畑、登記簿

地目、畑、生産緑地、面積、■■■平米、ほか２筆、議案書のとおりでござ

います。こちらも事務局で３月１３日に現地調査を行いましたところ、農地

として適正に管理されておりましたので、特に問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号５について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 質疑、意見もないようでございますので、受付番号５について、採決をさ

せていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、承認といたします。 

       続きまして、議案書１４ページ、受付番号３について、事務局から提案説

明（報告）をお願いいたします。 

【主  事】 受付番号３、被相続人は、今里■■■■■、■■■、相続人は、今里■■

■■■■■■■、■■■■■、引き続き農業を行っている期間は、令和３年

２月２３日から令和６年３月１日までです。特例農地等の明細でございます

が、海老名市大谷■■■■■■■■■、現況地目、田、登記簿地目、田、農

振農用地区域内、面積、■■■平米、ほか４筆、議案書のとおりでございま

す。こちらなのですけれども、申請人の方のほうで、先に税務署へ書類の提

出をした際に、こちらの農業委員の証明書を不足で追加提出するよう指示が

ありまして、税務署への提出期限を既に過ぎておりましたので、至急で証明

書が欲しいということで、専決で処理をさせていただきました。事務局で３

月１日に現地調査を行いましたところ、農地として適正に管理されておりま

したので、こちらについても特に問題ないと思われます。 

       以上です。 
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【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号３について、質疑のある方。 

【１９番委員】 相続人の住所なんですけれども、今里■■■■■となっています。これ

は今里が何丁目何番地になっていない状況での番地なんですけれども、この

場合は死んだのが平成２０年なので、何丁目何番地という形にまだなってい

ないときだから、こういう住所になっているんですか。 

【主  事】 おっしゃるとおりです。住居表示前の住所になっております。 

【議  長】 ほかに質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 質疑、意見もないようでございますので、受付番号３について、了承とさ

せていただきたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。了承といたします。 

       次に、議案書１５ページ、日程第５、議案第１８号 農用地利用集積計画

（案）について「貸し借り」を議題といたします。 

       お諮りいたします。今回審議する計画案は全て新規計画案であり、全部で

５案です。そのうち、受付番号１２は、借り手が新規就農者であり、利用集

積計画のプレゼンテーションをしていただく予定です。そこで、効率よく進

めるため、受付番号８から１１の４案については、説明、質疑、意見、採決

を一括で行い、続いて、受付番号１２を審議したいと思いますが、ご異議ご

ざいませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、そのように進めさせていただきます。 

       それでは、まず初めに、受付番号８から１１の４案について、事務局から

一括して説明をお願いいたします。 

【主  事】 農用地利用集積計画（案）について、改正前の農業経営基盤強化促進法に

基づく農地の貸し借りについて、当事者より申入れがありましたので、農用

地利用集積計画案を上程いたします。この審議を経て、海老名市に対し計画
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案を送付しまして、農用地利用集積計画を定めるよう要請いたします。海老

名市はそれに基づき、農用地利用集積計画を作成し、この公告があったとき

に権利の設定の効果が生じます。海老名市ではこの貸し借りの期間につきま

して、便宜上全ての終期を１２月末としております。 

       それでは、一括でご説明させていただきます。 

       まず、受付番号８、借り手は、藤沢市■■■■■■■■、■■■■、■■

さんは藤沢の農家の方で、藤沢市で主に酪農を中心として営農しておりまし

て、現在、海老名市でも、今回の申請地のほかに、本郷に■■■■■平米ほ

ど畑を借りて耕作されております。年間農業従事日数も３３０日と記載があ

りまして、主要農機具もそろえておりますので、耕作状況も特に問題ないと

思われます。貸し手は、海老名市本郷■■■■■■、■■■■、貸し借りす

る農地は、本郷■■■■■■■■■、現況地目、畑、地積、■■■■■平米

、ほか１筆、議案書のとおりです。貸し借りの種類は、使用貸借権の設定、

利用目的は、牧草、貸し借りの期間は、令和６年４月１日から令和１０年１

２月３１日までの５年間です。こちら、農業振興地域内、２件の新規の計画

となります。 

       続きまして、受付番号９、借り手は、中新田■■■■■■■■■、■■■

■、貸し手は、海老名市河原口■■■■■■■■■、■■■■、貸し借りす

る農地は、海老名市大谷■■■■■■■■■、現況地目、田、地積、■■■

平米、ほか１筆、議案書のとおりです。貸し借りの種類は、使用貸借権の設

定、利用目的は、水田、貸し借りの期間は、令和６年４月１日から令和１０

年１２月３１日までの５年間です。こちらも農業振興地域内の２件の新規計

画となります。 

       続いて、受付番号１０、借り手は、海老名市本郷■■■■■■、■■■■

、貸し手は、海老名市中河内■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は

、海老名市中河内■■■■■■■■、現況地目、田、地積、■■■平米、議

案書のとおりです。貸し借りの種類は、賃借権の設定で、利用目的は、水田

、貸し借りの期間は、令和６年４月１日から令和８年１２月３１日までの３

年間です。こちらは農業振興地域外の１件の新規計画となります。 

       最後、受付番号１１、借り手は、本郷■■■■■■■、■■■■■■■■
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■■、代表社員■■■■、貸し手は、北海道釧路市■■■■■■■、■■■

■、貸し借りする農地は、海老名市本郷■■■■■■■■■、現況地目、畑

、地積、■■■平米、議案書のとおりです。貸し借りの種類は、賃借権の設

定、利用目的は、普通畑、貸し借りの期間は、令和６年４月１日から令和８

年１２月３１日までの３年間です。こちらは農業振興地域内、１件の新規計

画となります。 

       以上４件について、３月１３日に事務局で現地調査を行いましたところ、

現地は農地として適正に管理されておりました。また、借り手はそれぞれ農

業者であり、農用地集積計画の法定要件が定められております改正前の農業

経営基盤強化促進法第１９条第４項の各要件を満たしており、特に問題ない

と思われます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       質疑のある方は一括でお願いいたします。 

【２番委員】 受付番号１０番ですが、一番右欄のところ、農振地域内外とあって、１０

番については外になっているんだけれども、これは農振地域ではないのか。 

【事務局長】 結論から言うと外れております。 

【議  長】 暫時休憩といたします。 

          （休 憩） 

【議  長】 それでは、再開いたします。 

       ほかに質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、一括して意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、４案について一括して採決をさせていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、一括して承認とさせていただきます。 

       続きまして、議案書１６ページ、受付番号１２ですが、借り手の■■■■

さんは新規就農者で、本日、ご本人をお呼びしております。審議に入る前に
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■■さんから利用集積計画のプレゼンテーションをしていただき、皆様から

質疑等があればお答えをいただきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

       暫時休憩といたします。 

         （休 憩） 

【議  長】 それでは、再開いたします。 

       事務局から■■さんの紹介を含めて、説明をお願いいたします。 

【事務局長】 それでは、事務局より簡単にご説明をさせていただきます。 

       今回、使用貸借権の設定により、海老名市内で就農を計画されている、大

谷南三丁目にお住まいの■■■■様でございます。 

       お手元に■■さんの営農計画書をお配りしております。今日のために支援

センターと協力しながらつくられたものなのかと思います。ご本人から自己

紹介と、今後の営農についての説明を行いますので、ご審議の参考にしてい

ただきたいと存じます。 

       参考までに、綾瀬のほうにも来月ですか、農業委員会にまたお諮りして、

畑、農地を借りる予定だそうでございます。 

       詳細は本人からあると思います。 

       以上でございます。 

【議  長】 説明が終わりました。それでは、■■さん、簡潔にご説明をお願いいたし

ます。 

【■■■■】 はじめまして、皆様、私、■■■■と申します。よろしくお願いします。 

       簡単になんですけれども、私は昭和■■年、海老名市大谷に生まれまして

、■■小学校に入学し、３年生のときに■■■小学校開校により転校、■■

中学校の■期生として卒業しまして、■■高校に入学して、また■■期生と

して卒業しました。我が家は、昭和■■年に、海老名と綾瀬の境目にあるバ

ザール商店街と、杉久保にあるサンフレール商店街と親族経営の青果店を営

んでおりましたので、私も当時から仕入れから販売まで行っておりました。

その後、３０歳のときに、縁がありまして、■■■■■株式会社に入社をし

ました。■■■■■では２２年勤めまして、１６年間は経営役職者として勤

務いたしました。各支店の所長の指導や育成を行い、最後は、本社ＥＣ事業
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部に籍を置きまして、アマゾンや楽天などのＥＣ事業の出荷から配送までの

仕組みづくり行っておりました。そして、２年前に退職し、おじの■■■■

がやっております農業を引き継ぐべき、昨年、かながわ農業アカデミーに入

校し、３月に卒業いたしました。４月から海老名の農業者として頑張ってま

いりたいと思いますので、皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

【議  長】 ■■さんからの説明が終わりました。皆様から質問がありましたら、遠慮

なくしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【事務局長】 簡潔にと言ったので、簡潔にされたと思うんですが、この営農計画書、各

委員さんにお配りしておりますので、もしあれでしたら、今後の営農のどう

いう取組をされるのかを、これも言葉で言うと簡潔になるんですけれども、

ちょっとご説明していただいたほうがよろしいかと思いますので、よろしく

お願いします。 

【■■■■】 まず私は、今現在、海老名市大谷のほうでおじと一緒に農業をやっており

まして、そこでは少量多品目でいろいろな野菜を栽培しています。主な販路

というのは、市場の出荷であったりとか、自宅前の軒先販売、こういったと

ころで収益を得ております。ただ、行く行くは、私はブドウとか、その辺の

栽培を行っていきたいなというふうに考えておりまして、綾瀬のほうでちょ

っと縁がありまして、果樹園を、今、梨園になっているんですけれども、そ

ちらを借りれそうな形の話になっております。そこで梨の木を抜根しまして

、ブドウの畑に変えて、今、２４歳と２６歳の息子がいまして、畑を一緒に

今やっているんですが、その者たちと、将来的に行く行くはブドウのゼリー

とか、そういったものを海外のほうに輸出できるような、そんな夢を持って

農業に取り組んでいきたいと考えております。 

【１９番委員】 ブドウに関してはどなたかから教わったとか、そういう形でやるんでし

ょうかね。 

【■■■■】 そうですね。そらちの畑を借りる縁になったのも、農業アカデミーの先生

の方、指導員の方ですか、そちらの方から、やってみないかというお声がけ

をいただきまして、一緒にそこの畑もやっていただけるということなので、

それで学びながら栽培のほうをしていきたいなと考えております。 

【議  長】 私からお聞きするんですけれども、私、ブドウのことははっきりよく分か
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らないので、そういう中で質問させていただきたいのですけれども、まず、

ブドウの苗木から育てていかれて、１０年後にはブドウ販売やゼリー云々と

いう形に書いてあるんですけれども、大体苗木を植えてどのぐらいで実が取

れるのか、また、その間の収入というか、もちろん、そこまで、ほかのあれ

で補って生活をしていかれると思うんですけれども、そこら辺の成り立ちを

お聞きできたらなと思います。 

【■■■■】 先ほど申し上げましたとおり、今、現状、梨の木の抜根作業を行っており

ます。約３反借りる予定の畑の１反を２月に抜根が終わりましたので、そこ

に今年の１１月、１２月あたりに、約１２本から１６本の苗木を植える予定

であります。その後、収穫のピークになってくるのが５年後を見越しており

まして、５年後の収穫量が１反当たり大体２，０００房というふうに考えて

おります。そういった形で、まず初年度、今年は１反分の抜根が終わりまし

たので、来年、残りの１反、その次に１反という形で、合計３反、少しずつ

収穫量が増えていくような、そういった作付を考えております。その間の収

益なんですけれども、その辺は、今現状行っている少量多品目栽培、こちら

のほうで、市場の出荷であったりですとか、グリーンセンターに出荷させて

いただいたりとか、そういったところで収益は得ていきたいと考えておりま

す。 

【議  長】 ありがとうございます。 

【３番委員】 ブドウでワインをつくりたいということを考えているみたいなんですけれ

ども、ワインのブドウの関わり合いというか、栽培者は、アカデミーの先生

だけが頼りなのか。 

【■■■■】 今のところはその方だけなんですけれども、もちろん就農した後にいろい

ろな方と関わり合いまして、教えを請えるような、そんな人間関係を築いて

いけたらなというふうに考えております。 

【３番委員】 山梨県の勝沼に知り合いがいるんですけれども、その人もやはりシャイン

マスカットをつくったり、３町歩ぐらい、ブドウをつくっている方がいたと

思うんだけれども、それでワインをつくっていたりなんかして、自分でつく

るのではなくて、ワイン会社にブドウを提供してつくっているような状況な

んですけれども、ワインをつくるということになると、結構大変じゃないか
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と思うんだけれども、そこいらの考え方というのはどうなの。 

【■■■■】 もちろんワイン用のブドウも栽培したいと思うんですけれども、そちらの

ブドウの収穫を行う前に、海老名市にあります酒造会社さん、あちらの方と

どうにかつながって、そういったところでワインの製造までたどり着けたら

なというふうに考えております。 

【３番委員】 夢が大きいから。漠然と。ブドウの農家、結構知り合いがあるんですけど

、結構厳しい状況なので、どうかなと思っているんですけど。頑張ってくだ

さい。 

【■■■■】 ありがとうございます。 

【議  長】 ほかにどなたかございますか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 それでは、質疑も出尽くしたようですので、ここで■■さんには退室をし

ていただきます。ありがとうございました。 

       暫時休憩といたします。 

         （休 憩） 

【議  長】 それでは、再開いたします。 

       受付番号１２について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】 受付番号１２、借り手は、海老名市大谷南■■■■■■■■■、■■■■

、貸し手は、大谷南■■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は、海

老名市大谷南■■■■■■■■■、現況地目、畑、地積、■■■平米、ほか

４筆、議案書のとおりです。貸し借りの種類は、使用貸借権の設定、利用目

的は、普通畑、貸し借りの期間は、令和６年４月１日から令和８年１２月３

１日までの３年間です。こちらは農業振興地域内の５件の新規計画となりま

す。 

       こちらの案件につきましては、３月１５日に事務局で現地調査を行いまし

て、現地は農地として適正に管理されておりました。また、借り手は新規就

農者ではございますが、プレゼンテーションの内容も含めまして、農家とし

て農用地利用集積計画の法定要件が定められている改正前の農業経営基盤強

化促進法第１９条第４項の各要件を満たしており、特に問題ないと思われま

す。 
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       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号１２について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 質疑、意見もないようでございますので、受付番号１２について採決をさ

せていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

       次に、議案書１７ページ、日程第６、議案第１９号 農地法第１８条第６

項の規定による通知についてを議題といたします。 

       受付番号２について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 それでは、農地法第１８条第６項の規定による通知について、受付

番号２でございます。農地法第１８条第６項の規定に基づき、農地の賃貸借

の当事者について合意解約が行われた旨の通知がありましたので、報告いた

します。 

       受付番号２です。届出地は、本郷■■■■■■■■■、登記簿地目、畑、

現況地目、畑、面積、■■■平米、議案書のとおりでございます。賃貸人は

、北海道釧路市■■■■■■■、■■■■、賃借人は、藤沢市■■■■■■

■■■■、■■■■でございます。農業経営基盤強化促進法第１８条の農用

地利用集積計画作成による賃貸借の合意解約です。賃借人より、今後の耕作

が難しい旨の申出があり、契約満了日をもって合意解約に至ったとのことで

ございます。合意により解約する日は、令和６年２月２９日、土地の引渡し

日も、同じ令和６年２月２９日でございます。事務局で３月１３日に現地確

認を行い、農地として管理されていることを確認いたしました。特に問題な

いと思われます。 

       以上でございます。 

【議  長】 説明が終わりました。 
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       それでは、受付番号２について、質疑のある方はどうぞ。 

【２０番委員】 今後は、■■さんという人だけれども、管理はどういうふうに。 

【主幹兼管理係長】 議案書の１５ページを御覧いただきたいんですが、こちらの受付番

号１１番、今後、ここの土地につきましては、■■■■■■■■■■、こち

らのほうが引き継いで耕作をするということになっております。 

【議  長】 ほかに質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号２について、採決をさせていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

       次に、議案書１８ページから１９ページ、６．そのほか、法に基づく許認

可等の審議によらない案件の（１）農地の使用貸借権の解約について を案

件といたします。 

       お諮りいたします。今回の案件は４件です。全て借り手が同じであり、農

地の所在地区も同一であり、解約理由も同一であることから、効率よく進め

るため、説明、質疑、採決を一括で行いたいと思いますが、ご異議ございま

せんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、そのように進めさせていただきます。 

       それでは、受付番号２から５について、事務局から一括して説明をお願い

いたします。 

【主  事】 農地の使用貸借権の解約について、農地の使用貸借権について、合意解約

が行われた旨の通知がありましたので、報告いたします。 

       先ほどご説明がありましたとおり、今回、案件は４件ございますが、全て

海老名市中新田丸田地区土地区画整理事業に伴う水田の使用貸借権の合意解

約の案件となります。今回、借人の方が全て同じ方ですので、受付番号２の

み、借人の方を読み上げさせていただきます。 
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       では、受付番号２、届出地は、中新田■■■■■■■、登記簿地目、田、

現況地目、田、面積、■■■平米、議案書のとおりです。貸人は、横浜市■

■■■■■■■■■■■、■■■■、借人は、大谷南■■■■■■■、■■

■■でございます。合意により解約する日は、令和６年２月１３日、土地の

引渡し日は、令和６年２月２２日です。 

       続いて、受付番号３、届出地は、中新田■■■■■■■■、登記簿地目、

田、現況地目、田、面積、■■■平米、議案書のとおりです。貸人は、中新

田■■■■■■■■■、■■■■、合意により解約する日は、令和６年２月

２２日、土地の引渡し日は、令和６年２月２９日です。 

       続いて、受付番号４、届出地は、中新田■■■■■■■、登記簿地目、田

、現況地目、田、面積、■■■平米、議案書のとおりです。貸人は、中新田

■■■■■■■■、■■■■■、合意により解約する日は、令和６年２月２

２日、土地の引渡し日は、令和６年２月２９日です。 

       最後、受付番号５、届出地は、中新田■■■■■■■■、登記簿地目、田

、現況地目、田、面積、■■■平米、ほか５筆、議案書のとおりです。貸人

は、中新田■■■■■■■■、■■■■、合意により解約する日は、令和６

年２月２２日、土地の引渡し日は、令和６年２月２９日です。 

       これら４件につきまして、事務局で３月１３日に現地調査を行いまして、

農地として管理されていることを確認しましたので、特に問題ないと思われ

ます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、質疑のある方は一括でお願いいたします。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号２から５について、一括で了承とさせていた

だきたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、了承といたします。 

       次に、議案書２０ページ、（２）農業用施設用地に係る転用届出について

を案件といたします。 
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       受付番号２について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主任主事】 農地を転用する場合には、原則として県知事の許可を受けなければならな

いとされておりますが、例外として、農地法施行規則第２９条第１号におい

て、耕作の事業を行う者が２アール未満の農地をその者の農作物の育成のた

めの農業用施設に供する場合は許可不要と規定されております。この例外に

該当するものかどうかを届出により農業委員会が確認するものでございます

。 

       議案書２０ページ、受付番号２、申請地は、コカ・コーラボトラーズジャ

パン海老名工場の南東に位置しております上河内■■■■■■■■、登記簿

地目、田、■■■平米のうち■■■■■平米、議案書のとおりです。資料で

ございますが、資料５－１に案内図及び写真、そのほか、資料５－２に公図

、資料５－３の農業用ハウスの図面をお配りしております。転用者は、大谷

南■■■■■■■■■■■■、■■■■、転用の目的は、■■■■■■、施

設の規模については、資料５－３に記載してありますとおり、高さ２メート

ル５２センチ、横が３メートル５０センチ、奥行きが７メートル５０センチ

で、室内は常温、側面にらせん杭を打ちつけて固定し、パイプ式の農業用ハ

ウスを設置するとのことであります。こちらは、令和６年２月の総会でお諮

りしました新規就農者の農業者が使用する農業用ハウスであり、室内は育苗

する目的で建てられるそうです。こちらの案件については、法令に基づく届

出ではないこと、性質上、許可不要案件であることを確認するためにこちら

に提出していただいたところでございます。現在、現地は農地として適正に

管理されておりましたので、特に問題ないと考えております。 

       以上でございます。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       地区委員の意見をお伺いいたします。２番委員。 

【２番委員】 ■■さんが、前回、新規就農者で説明がございましたけれども、ここの場

所を賃貸借して利用されるということで、露地野菜を中心に耕作されるとい

う説明でございました。今回の農業用ハウスの建設に当たって、事前に私の

ほうに説明がございまして、今回、パイプハウスで、育苗用のということで

利用目的を言っておられましたけれども、そのような目的で、農業用ハウス
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をつくりたいというお話でございました。特に支障はないのかなというふう

に判断いたしまして、了承いたしました。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、質疑をお受けいたします。どなたかございますでしょうか。 

【３番委員】 ここには水道は入っているんですか。 

【事務局長】 水道というのは、水道管が通っているのか、農地に水道が引かれているか

、どちらの話でしょうか。 

【３番委員】 あそこは多分、手前まで水道管が入っているんですよ。 

【事務局長】 農地には水道はございません。 

【議  長】 ほかにございますでしょうか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、了承とさせていただきたいと思いますが、ご異議ござ

いませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、了承といたします。 

       次に、議案書２１ページ、（３）生産緑地の斡旋についてを案件といたし

ます。 

       生産緑地番号１６８について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 それでは、生産緑地の斡旋についてでございます。生産緑地の買取

り申出に対して、市長は、買い取らない場合、当該生産緑地において農林漁

業に従事することを希望する者がこれを取得できるように斡旋することに努

めなければならないとされておりまして、農業委員会へ斡旋の協力依頼が来

ております。 

       それでは、生産緑地番号１６８についてでございます。所在地は、大谷南

■■■■■■■■■、現況地目、畑、登記簿地目、畑、面積、■■■平米、

議案書のとおりでございます。案内図及び現地の写真につきましては、資料

６－１を御覧ください。 

       令和６年２月１５日付で、市に対して、現在の土地所有者より、この生産

緑地の買取り申出がされましたが、市では買い取らないことが決定されまし

た。その後、市から農業委員会に対して斡旋の協力依頼が来ているところで
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ございます。斡旋につきましては、まず委員の皆様、また、周囲、地区の方

に情報提供をしていただきまして、買取りを希望されている方がいらっしゃ

いましたら、議案書にございますとおり、令和６年５月１日の水曜日までに

事務局へご連絡くださるようお願いいたします。その結果を翌５月２日の木

曜日に、海老名市都市計画課へ事務局から報告させていただくことになりま

す。 

       以上でございます。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、斡旋の内容について、質疑のある方。 

【１９番委員】 この斡旋用地なんですけれども、地図から見ると公道に面していない、

要は公道がないんじゃないのかと思うんですけれども、こういう問題という

のはどうなんでしょうかね。 

【主幹兼管理係長】 その件につきまして、都市計画課のほうに確認しております。要は

、この土地は屋敷の中にある土地でございまして、公道に面していないと。

そういうものでも斡旋について農業委員会で諮らなければいけないのかとい

うことを都市計画課のほうに確認しております。都市計画課のほうでは、生

産緑地法に基づいて行ってほしいということで言われております。今、１９

番委員言われるように、こちらの土地、公道には面しておりません。ただ、

もしこちらの土地をどなたか第三者の方が購入された場合、囲繞地という扱

いになりますので、当然、この土地に入るためには、案内図で言うと、尾山

勇、尾山茂という家があるんですけれども、こちらの敷地の中を通行権等を

設定して通るような形になります。それは一応民法でも規定はされておりま

す。あと、都市計画課のほうでは、第三者というか、確かに公道には面して

いないんですけれども、例えばこの土地に隣接している方も斡旋の対象にな

りますので、この場で言うと、私の土地になるんですけれども、家になるん

ですけれども、一応斡旋してほしいというようなことでございます。 

       以上です。 

【議  長】 よろしいでしょうか。 

【１９番委員】 分かりました。ありがとうございます。 

【議  長】 ほかに質疑のある方。 
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         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、斡旋がある期限までに報告していただきたいと思いま

すが、ご異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、そのようにお願いいたします。 

       次に、議案書２２ページ、（４）農地転用届出による専決処分についてを

案件といたします。 

       ２２ページの農地法第４条の３件、２３ページの５条の２件について、事

務局から一括して説明をお願いいたします。 

【主任主事】 農地を転用する場合、転用目的で権利を設定、移転する場合には、原則と

して県知事の許可を受けなければならない旨が規定されておりますが、市街

化区域内の農地をあらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合には、許可

を要しないこととなっております。それを定めているのが農地法第４条第１

項第７号と農地法第５条第１項第６号でございます。 

       議案書２２ページ、農地法第４条第１項第７号の規定による届出です。届

出期間につきましては、令和６年２月１日から令和６年２月２９日までの間

に届出がされたものです。受付番号３から５の３件で、田、１，５２２平米

、畑、１８３平米、合計１，７０５平米で、こちらは３件の合計面積でござ

います。 

       続きまして、議案書の２３ページ、農地法第５条第１項第６号の規定によ

る届出です。届出期間につきましては、令和６年２月１日から令和６年２月

２９日までの間に届出がされたものです。受付番２と３の２件で、田が０平

米、畑、１９３平米、こちらは２件の合計面積でございます。これらの案件

につきまして、専決処分で受理したことを一括して報告いたします。 

       以上でございます。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、一括して質疑をお受けいたします。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、一括して了承とさせていただきたいと思いますが、ご

異議ございませんでしょうか。 
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         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、一括して了承といたします。 

       次に、７．その他について、委員の皆様から何かございますでしょうか。 

       暫時休憩とします。 

         （休 憩） 

【議  長】 再開いたします。 

       ほかに皆様、何かございますでしょうか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 事務局からは何かございますでしょうか。。 

【事務局長】 特にございません。 

【議  長】 ないようですので、本日の定例総会は終了といたします。 

       ２番委員から閉会のご挨拶をよろしくお願いいたします。 

【２番委員】 本日も大変慎重審議を賜りましてありがとうございました。 

       以上をもちまして、令和６年第３回定例総会を閉会とさせていただきます

。ありがとうございました。 

― 了 ― 

 


